
 
 

組織
園長・主任・保育士・事務職員
保育中・短答補遺齲歯
園庭・担当保育士

・被害者などへの心のケア

事後対応･処置
・情報整理と定驚
・保護者への説明
・心のケア
・再発防止対策
・報告書作成
・災害共済給付請求

・警察による保護、逮捕

負傷者の有無の確認

応急処置等

組織的対応2
・防御　・移動防止
・子どもの把握、避難誘導
・教職員の連携

・救急隊到着までの応急処置
・119番通報

・110番、市役所児童保育課への通報
・別室に隔離

隔離できない場合

・地域との連携

組織的対応1
・隔離　・通報　・緊急連絡

再侵入有り再侵入無し
・退去の説得と暴力行為抑止

あるない

再侵入の確認

再侵入無し 再侵入有り

再度退去を求める

関係者以外の立ち入り

正当な理由がない場合

退去を求める
（原則として複数で対応に当たる）

不審ではない 不審である

立ち入りの理由を訊く
（何か御用でしょうか？）

不審者かどうかの見極め
こちらから挨拶をする

危害を加えそうな様子があるか？

退去を拒否退去

正当な理由がある場合

受付へ案内する

不審者対応マニュアル 
（日常的な対応） 
・日常に地域との関わりを大切にし、地域の方々を把握しておくとともに、日頃から園周辺の安全や緊急対応に協力していただける様にする。 
・速やかな情報提供や地域ぐるみでの安全対策に努める。 
 
［不審者への緊急対応］ 



不審者の園内の侵入対策 
 

不審者が園内に侵入した場合は、不審者と園児を隔離し、事前に決められ

た避難方法や、職員間での連絡を取り、事故の防止に努めること。 

 

☆不審者が万が一ナイフなどの凶器を持っている場合は、職員はほうきやモ

ップ、机、いすなどで侵入を防止、隔離を試み、警察等の到着までの時間を

稼ぐ。 

 

 

[不審者対策チェックリスト] 

☐園の出入り口を限定し、登園、降園時以外は不審者が容易に立ち入れ

ないように管理(モニター)する。 

☐来園者を確実に把握できるようにする。 

☐園内外に出来るだけ死角を作らないように配慮する。 

☐不審者の暴力を排除する方法、及び園児と隔離する方法を事前に決め、 

確認しておく。 

☐他機関・地域と連携しながら、不審者情報収集に努める。 

☐不審者の侵入について防犯訓練を年最低２回は行う。 


